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自動証明写真機設置場所賃貸借契約書案 

 

 

  成田市（以下「甲」という。）と●●●●●（以下「乙」という。）とは、次の条項によ

り自動証明写真機（以下「写真機」という。）の設置について賃貸借契約を締結する。 

 

 （信義誠実の義務） 

第１条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 （貸付物件） 

第２条 甲は、その所有する次の物件（以下「貸付物件」という。）を乙に貸付け、乙は、

これを賃借するものとする。 

（１） 設置場所 成田市花崎町７６０番地 成田市役所本庁舎１階 市民課前ロビー 

（２） 貸付面積 ２㎡ 

（３） 設置台数 １台 

（４） 設置する写真機の仕様 

     設置する写真機の仕様は、「成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集要項」別

紙「機器仕様書」と同等以上のものとする。 

（使用目的） 

第３条 乙は、貸付物件を写真機設置場所として使用しなければならない。 

（貸付期間） 

第４条 貸付期間は、令和６年１２月１日から令和９年１１月３０日までとする。 

 （貸付料等） 

第５条 乙は、貸付物件の賃借にあたり、次の費用を負担するものとする。 

 （１） 貸付料は、月額 金１，３００円（消費税別）とし、当初の年度分は貸付期間の

開始から起算して３０日以内に、次年度以降分については、当該年度の４月３０

日までに、甲が発行する納入通知書により納入しなければならない。なお、支払

額については、年度の貸付期間中の月数（1 月未満の場合は 1 月とする。）に月額

貸付料（消費税相当額を加えた額、1 円未満の端数が生じたときは切り捨てる。）

を乗じた額とする。また、甲は、いかなる場合でも既に納付された貸付料を乙に

返還しないものとする。 

 （２） 売上手数料は、毎月の写真機の売上合計額に●●．●●％（消費税込み）を乗じ

た額（１円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。）とし、甲が発行する納入知

書により毎月、請求した日から 1 カ月以内（以下、「指定期日」という。）までに

納入しなければならない。 

 （３） 写真機に係る電気料（消費税込み）は、甲が月を単位として発行する納入通知書
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により、次の計算式で定めるところにより算出する額を、指定期日までに納入し

なければならない。 

    【計算式】 

     電気料（１円未満切捨て）＝（子メーターに直結する親メーターにより計算さ

れる月額電気料金の単価）×（当該子メーターの表示する月額消費電力量） 

 （４） 乙は、第１号から第３号の納入通知書の指定期日までに納入がないときは、指定

期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、年１４．６％の割合を乗じて計算し

た金額（１００円未満の端数があるとき、又は当該金額が１，０００円未満であ

るときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てる。）を延滞金として、甲の発

行する納入通知書により納入しなければならない。 

 （５） 写真機の設置、撤去等及び維持管理に要する経費は、乙が負担するものとする。 

 （売上等の報告） 

第６条 乙は、写真機による売上数、売上合計額及び売上手数料を、毎月末日までにとり

まとめ、翌月の１０日までに、書面により甲に報告しなければならない。 

（引渡し） 

第７条 甲は、第４条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。 

（契約不適合責任） 

第８条 乙は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見し

ても、甲に貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができないものとする。 

（現状の変更） 

第９条 乙は、貸付物件の現状を変更しようとするときは、事前に詳細な理由を付した書

面をもって甲に申請し、甲の承認を得なければならない。 

（修繕義務等） 

第１０条 甲は、貸付物件の修繕義務を負担しないものとし、貸付物件についての維持、

保存、改良その他の行為をするために支出する経費は、すべて乙の負担とする。 

（き損等の報告） 

第１１条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又はき損した場合には、直ちに甲に

その状況を報告しなければならない。 

（転貸等の禁止） 

第１２条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し、若しくは貸付

物件を転貸し、又は貸付物件の使用目的を変更してはならない。 

 （一括委託の禁止） 

第１３条 乙は、本契約に基づく成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集事業の全部又

は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。 

 （第三者への損害賠償） 
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第１４条 乙は、本契約に基づく成田市本庁舎自動証明写真機設置業者募集事業の実施に

より第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき事由によるものを除き、その賠

償の責めを負うものとする。 

 （商品等の盗難又は毀損等） 

第１５条 甲は、設置された写真機、当該写真機で販売する商品若しくは当該写真機内の売

上金又は釣り銭の盗難及びき損又は成田市役所本庁舎の停電等による売上げの減少等に

ついて、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。 

（遵守事項） 

第１６条 乙は、利用頻度に応じた定期巡回を行い、消耗品等の在庫及び補充管理を適切

に行わなければならない。 

２ 乙は、写真機の設置に当たっては、転倒防止など、安全に十分配慮しなければならな

い。 

３ 乙は、写真機の故障、問い合わせ並びに苦情について対応するとともに、写真機本体

に故障時の連絡先を明記しなければならない。 

 （実地調査等） 

第１７条 甲は、必要と認めるときは、貸付物件を調査し、又は乙に報告若しくは資料の

提出を求めることができるものとする。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨

げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。 

 （契約の解除） 

第１８条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合に、催告のうえ甲の指定する

期日までに改められなかったときは、本契約を解除することができるものとする。 

２ 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除す

ることができる。 

 （１）乙が解散、破産、和議、民事再生、会社整理、会社更生の申し立てを行ったとき。 

 （２）乙が本契約の締結に当たり、資格の詐称その他不正な行為をしたとき。 

 （３）前項及び前２号に掲げるほか、業務の継続が困難であると認められるとき。 

 （４）甲において、公用・公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とする

とき。 

３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当していると認められるときは、前項に定めるも

ののほか、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 （１）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第   

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同法    

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき。 

 （２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 
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 （３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

るとき。 

 （４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき。 

 （５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

３４ 第１項から第３項の規定により契約を解除したときは、乙は甲に損害の賠償を請求

することはできない。 

 （契約解除による違約金） 

第１９条 乙は、前条第１項、第２項第１号から第３号及び第３項の規定により本契約を

解除されたときは、甲に対し、違約金として売上手数料相当額（当該年度分における確

定した売上手数料額の平均月額（１円未満切り捨て））の３か月分を支払うものとする。 

２ 前条第４項及び前項の規定は、乙が本契約を解除した場合にも準用する。 

３ 乙は、甲が発行する納入通知書により、指定された期日までに前条に規定する違約金

を納入するものとする。 

 （貸付物件の返還） 

第２０条 貸付期間が満了した場合、又は第１８条第１項、第２項第１号から第３号及び

第３項の規定により本契約が解除された場合は、乙は、貸付物件を甲の指定する期日ま

でに、自己の費用をもって原状に回復して甲に返還しなければならない。 

 （損害賠償） 

第２１条 乙は、その責めに帰すべき事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は

き損した場合は、当該滅失又はき損による貸付物件の損害に相当する損害賠償金を甲に

支払わなければならない。ただし、乙の負担において貸付物件を原状回復した場合は、

この限りでない。 

２ 前項本文に規定する場合のほか、乙が本契約に定める義務を履行しないため、甲に損

害を与えたときは、乙はその損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければ

ならない。 

 （有益費等の請求権の放棄） 

第２２条 乙は、第２０条の規定により貸付物件を返還する場合、貸付物件に投じた改良

費等の有益費、修繕費等の必要費その他の費用があっても、これを甲に請求することが

できないものとする。 

 （写真機の移設） 

第２３条 乙は、貸付物件のある庁舎内の配置変更、その他施設管理上の事情等により、

貸付期間中に甲から写真機の移設について請求を受けたときは、乙の負担により、甲が

新たに指定する位置に移設しなければならない。 
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 （住所変更等の届出） 

第２４条 乙は、所在地、名称又は代表者の氏名に変更があったときは、速やかに書面を

もって甲に届け出なければならない。 

 （契約の費用） 

第２５条 本契約に要する費用は、乙が負担する。 

 （疑義の決定等） 

第２６条 本契約に関し疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項については、甲

乙双方の協議の上決定するものとする。 

 （個人情報の管理） 

第２７条 乙は、個人情報保護法を遵守し、個人データの安全管理措置等を実施し、甲は

個人データの安全管理について一切責任を負わないものとする。また、業務遂行により

得られた個人情報は許可なく第三者に提供してはならない。 

（消費税率の改正） 

第２８条 この契約書における貸付期間の中途において消費税率が改正された場合には、

改正後の貸付料及び手数料に係る消費税額については改正後の税率によるものとする。 

 

 

この契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

    令和６年１１月  日 

 

                            住所 成田市花崎町７６０番地 

                    （甲） 氏名 成田市 

                                成田市長  小 泉 一 成 

 

            住所 ●●●●●●●● 

                    （乙） 氏名 ●●●● 

                 代表取締役社長 ●● ●● 


